
 

問１  介護老人保健施設の入所者や職員において新型コ ロナウイ ルス感染症が発生

し た場合に、 感染拡大防止の観点から 入所又は退所の一時停止を 行っ た場合、 介

護老人保健施設の基本施設サービ ス費及び在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算に係

る施設基準において、「 算定日が属する月の前６ 月間」 等の指標の算出に当たっ て

使用する 月数に、 その期間を 含む月は含めないと する 取扱いは可能か（ 令和７ 年

３ 月 31 日まで）  。  

（ 答）   

可能である。 ただし 、 入退所を 一時停止する期間及びその理由を 事前に許可権者に

伝えると と も に、 記録し ておく こ と 。  

なお、 新型コ ロ ナウイ ルス感染のない者の入退所については、 地域の感染状況も 踏

まえながら 従前どおり 行う よう 努めるこ と 。  

 

 

問２  ユニッ ト リ ーダー研修については、 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響により

例年どおり 実地研修の実施ができ ない期間が生じ たこ と によ り 、 実地研修が未修

了である者がいる場合、 人員基準上の取扱い如何 。  

（ 答）   

ユニッ ト リ ーダー研修については、 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響により 、 例年

どおり 実地研修が実施でき ない期間が生じ たこ と から 、 特例措置と し て、 令和元年度

～令和５ 年度に実施さ れた当該研修のう ち、 講義・ 演習を受講済みであっ て、 実地研

修が未修了の者については、 実地研修が可能と なっ た際は速やかに受講するこ と を 条

件に、 令和６ 年度に限り 、 人員基準上、 ユニッ ト リ ーダー研修修了者と し て取り 扱っ

て差し 支えないも のと する。  

 

 

（ 別添）  


